
報告第１０号 

専決処分の報告について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙

のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求

める。 

令和２年６月２日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

提案理由 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した等の事情が生じた

被保険者に係る第一号保険料の減免を遡及して適用できることとし、及び介護

保険法施行令の一部改正に伴い、低所得者に対する介護保険料に係る軽減強化

を図るため。 
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専決第１０号 

八幡浜市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

標記条例の制定につき、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第

１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

令和２年５月１日 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

記 

八幡浜市介護保険条例の一部を改正する条例 

八幡浜市介護保険条例（平成１７年条例第１３９号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示

すように改正する。ただし、改正後の欄に掲げる規定で改正前の欄にこれに対応

するものを掲げていないものは、これを加えるものとする。 

改正後 改正前 

  

（保険料率） （保険料率） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 所得の少ない第１号被保険者についての保険

料の減額賦課に係る前項第１号に該当する者の

       令和２年度における保険料率は、

同号の規定にかかわらず、２０，１００円とする。 

２ 所得の少ない第１号被保険者についての保険

料の減額賦課に係る前項第１号に該当する者の

令和元年度及び令和２年度における保険料率は、

同号の規定にかかわらず、２５，１００円とする。 

３ 所得の少ない第１号被保険者についての保険

料の減額賦課に係る第１項第２号に該当する者

の       令和２年度における保険料率

は、同号の規定にかかわらず、３３，５００円と

する。 

３ 所得の少ない第１号被保険者についての保険

料の減額賦課に係る第１項第２号に該当する者

の令和元年度及び令和２年度における保険料率

は、同号の規定にかかわらず、４１，８００円と

する。 

４ 所得の少ない第１号被保険者についての保険

料の減額賦課に係る第１項第３号に該当する者

の       令和２年度における保険料率

は、同号の規定にかかわらず、４６，９００円と

する。 

４ 所得の少ない第１号被保険者についての保険

料の減額賦課に係る第１項第３号に該当する者

の令和元年度及び令和２年度における保険料率

は、同号の規定にかかわらず、４８，５００円と

する。 

  

（保険料の減免） （保険料の減免） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

２ 前項の規定により保険料の減免を受けようと

する者は、普通徴収の方法により保険料を徴収さ

れている者については納期限前７日までに、特別

徴収の方法により保険料を徴収されている者に

ついては特別徴収対象年金給付の支払に係る月

の前前月の１５日までに、次に掲げる事項を記載

２ 前項の規定により保険料の減免を受けようと

する者は、普通徴収の方法により保険料を徴収さ

れている者については納期限前７日までに、特別

徴収の方法により保険料を徴収されている者に

ついては特別徴収対象年金給付の支払に係る月

の前前月の１５日までに、次に掲げる事項を記載

－11－



した申請書に減免を受けようとする理由を証明

する書類を添付して、市長に提出しなければなら

ない。ただし、この期限までに申請書を提出でき

ないことについて合理的な理由があると市長が

認めるときは、市長は、当該理由を勘案し、別に

期限を定めることができる。 

した申請書に減免を受けようとする理由を証明

する書類を添付して、市長に提出しなければなら

ない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

３ （略） ３ （略） 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の八幡浜市介護保険条例第１１条の規定は令和２年２

月１日から、同条例第４条第２項から第４項まで及び次項の規定は令和２年４

月１日から適用する。 

（経過措置） 

３ 令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 
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